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◆「幼児教育の無償化に関する住民・事業者向け説明

資料」が公表される（内閣府） 
 

平成 30 年 9 月 27 日、内閣府は、幼児教育の無償化に関する資料として、住民・事業者

向けの説明資料を公表しました。 

 

別添の資料 1「説明資料 1」には、『実費として徴収されている費用（通園送迎費、食材

料費、行事費など）は、無償化の対象外です』と記載されています。本会は、食材料費に

ついて、無償化後についても現行と同様に公定価格に含むよう意見表明しています。子ど

も・子育て会議において、認可施設における食材料費の取り扱いが保育の必要性の認定種

別間で異なっている現状があり、「その他今後検討する事項」として示されており、今後議

論される予定です。 

 

また、同資料に『幼稚園（4時間程度）については満 3歳（3歳になった日）から、保育

所については 3 歳児クラス（3 歳になった後の最初の 4 月以降）から無償化されます。そ

の他の施設等については、上記取扱いも踏まえて、検討が行われているところです』とさ

れています。 

本会は、子ども・子育て支援新制度へ移行後に、年齢についての考え方、特に「満 3 歳

児」の支給認定について、整理をする必要があることを以前から一貫して意見表明してき

ました。さらに、前回の子ども・子育て会議（第 36回、平成 30年 7月 30日開催）におい

て、次の意見を提出し、発言しています。 
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抜粋 ※本会提出の意見全文は全保協ニュース№18-18（平成 30年 8月 10日号）資料 4をご参照くださ

い。 

 

子ども・子育て会議「制度の施行状況を勘案し、今後検討が必要と考えられる事項」 

全国保育協議会 意見 

 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

全国保育協議会 

平成 30 年 7 月 6 日提出 

 

（4）年齢についての考え方 

 

◯ 幼児教育の無償化にともない、満 3 歳児の支給認定について整理すべきである。子

ども・子育て支援法 第 19 条において「満 3 歳に達したとき」3 号認定から 2 号認定

となるものとされている。2 号認定子どもである満 3 歳児（3 号認定子どもであった時

から引き続き 2 歳児クラスである子ども）と、1 号認定子どもである満 3 歳児（3 歳児

クラスの満 3 歳児の子ども等）は、同じ満 3 歳児であるにも関わらず扱いが異なって

いる。この考え方を統一することで、保護者（子ども）にとってもわかりやすく、事業

者にとっても運営しやすくなるのではないか。 

3 号認定子どもが満 3 歳となった時点で支給の変更を行うのではなく、年度による

支給認定とし、支給認定の始期は、学年初日の前日とすべきと考える。そのことによ

り、幼児教育の無償化の「満 3 歳児」の範囲も確定される。 

◯ 子ども・子育て支援法において、「子ども」は 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31

日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の

始期に達するまでの者をいう、とされている。 

  改正認定こども園法において、「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者

をいう、とされている。文言の定義について整合をとるべきである。 

 

 

なお、別添の資料 2「説明資料 2」には、「幼児教育の無償化の具体的なイメージ（例）」

が示されています。これは、平成 30 年 5 月 31 日に公表された「幼稚園、保育所、認定こ

ども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会報告書」の図の一部を修正したもの

で、無償化の範囲についてこれまでの考え方をあらためてわかりやすく説明しています。 

 

この 2点の資料は、内閣府のホームページに掲載されています。 

内閣府ホームページ > 内閣府の政策 > 子ども・子育て本部 > 子ども・子育て支援新制度 > 制度の

概要等 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html 

 

 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html
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◆「保育所等における保育の質の確保・向上に関する

検討会（第 6回）」が開催される（厚生労働省） 
 

平成 30年 9月 26日、標記検討会が開催されました。 

 

検討会では「中間的な論点の整理（案）」が示され、今後の検討にあたっての基本的な視

点や、検討の方向性（具体的な検討事項）が説明されました。 

 

今後の検討の方向性については、適宜、実態調査や調査研究を行いつつ、検討会の下に

「作業チーム」を設置し、実務的な検討や作業を行い、引き続き議論を深めることとされ

ています（下記「中間的な論点の整理（案）【概要】」をご参照ください）。 

 

 

 

検討会の資料は、厚生労働省ホームページに掲載されています。 

厚生労働省トップページ > 政策について > 審議会・研究会等 > 子ども家庭局が実施する検討会等 

> 保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会 > 保育所等における保育の質の確保・向上

に関する検討会（第 6回）資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01624.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01624.html

